
 

（補足説明） 
 
○ 実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知り

ながら一連の有価証券の売買取引の受託等をする行為 
 
ゲット證券株式会社については、代表取締役社長が、被告人の株価

引上げの意図を知りながら、被告人によるキャッツ株式に係る全ての

注文（相場操縦認定期間（平成１３年６月４日から同年７月１８日）

以外の取引を含む。）について、部下に指示し、取引を受託、執行さ

せたというものである。 
当該社長の指示を受けた取締役営業第一部長は平成１３年９月 

２８日から同１４年５月１５日の間、営業第一部次長は同１３年６月

５日から同１４年６月１９日の間、営業部長は同１４年６月２７日か

ら同年１０月２８日の間、それぞれ被告人が高指値注文の連続発注に

よる買付け等の方法により、キャッツ株式の株価の引上げを意図して

いることを知りながら、売買注文を受託、執行している。 
 

 （取引事例） 

 ① 平成１３年６月５日（１４：４８ 直近約定価格３，５３０円） 

   １４：４８以降、６回にわたり高指値注文を連続して発注し、株価を３，６００円

まで引き上げ、終値（１４：５７）を形成している。同時刻以降の市場シェア９８％。 

  

② 平成１３年７月１８日（１３：２２ 直近約定価格３，７３０円） 

   １３：２２以降、１１回にわたり高指値注文を連続して発注し、株価を３，９４０

円まで引き上げ、終値（１４：５７）を形成している。同時刻以降の市場シェア９６％。 

  
丸三証券株式会社については、投資営業部歩合外務員が、平成１３

年６月８日から同年７月１０日の間、被告人が高指値注文による買付

け等の方法により、キャッツ株式の株価の引上げを意図していること

を知りながら、売買注文を受託、執行している。 
 



 

 

 
 （取引事例） 

 ① 平成１３年６月１１日（９：３２ 直近約定価格３，６５０円） 

   ９：３２から１０：３４の間、１０回にわたり高指値注文を発注し、株価を３，７

４０円まで引き上げている。この間の市場シェア２５％。 

 

 ② 同月１３日（９：３２ 直近約定価格３，８８０円） 

   ９：３２から１０：０７の間、６回にわたり高指値注文を発注し、株価を３，９５

０円まで引き上げている。この間の市場シェア１９％。 

 
   
 


